
提

出

者

加

藤

�

一

平
成
十
二
年
十
二
月
一
日
提
出

質

問

第

七

七

号

公
益
法
人
の
理
事
に
よ
る
利
益
相
反
行
為
と
主
務
官
庁
の
指
導
監
督
義
務
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書
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の
理
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に
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る
利
益
相
反
行
為
と
主
務
官
庁
の
指
導
監
督
義
務
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

「
衆
議
院
議
員
加
藤
�
一
君
提
出
公
益
法
人
の
理
事
に
よ
る
利
益
相
反
行
為
と
主
務
官
庁
の
指
導
監
督
義
務
に
関
す
る
質
問

に
対
す
る
答
弁
書
」
に
関
し
て
、
以
下
の
と
お
り
質
問
す
る
。

一

「
公
益
法
人
に
対
す
る
主
務
官
庁
の
監
督
上
必
要
な
命
令
を
発
す
る
権
限
は
〔
略
〕
総
合
的
に
考
慮
し
て
、
そ
の
裁
量
に

よ
り
行
使
さ
れ
る
」
と
あ
る
が
、
当
該
公
益
法
人
に
対
し
て
民
法
第
六
十
七
条
第
二
項
に
定
め
る
命
令
を
発
し
な
い
と
す
る

主
務
官
庁
の
判
断
が
、
「
社
会
通
念
上
著
し
く
妥
当
性
を
欠
く
こ
と
が
明
ら
か
な
」
場
合
、
こ
の
主
務
官
庁
の
不
作
為
は
、

違
法
な
も
の
で
あ
る
か
。

二

過
去
十
年
間
に
お
い
て
、
「
公
益
法
人
の
目
的
、
業
務
の
内
容
、
監
事
の
有
無
等
の
当
該
公
益
法
人
の
構
成
、
当
該
権
限

を
行
使
す
る
必
要
性
、
相
当
性
及
び
緊
急
性
等
を
総
合
的
に
考
慮
」
し
た
結
果
、
民
法
第
六
十
七
条
第
二
項
に
定
め
る
命
令

が
発
せ
ら
れ
た
事
例
を
（
利
益
相
反
行
為
以
外
の
場
合
も
含
む
）
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。


